
新規及び再資格取得者は、必ずどちら
かにチェックしてください。マイナンバー
カードを取得していない等の理由に該
当する人は「1.発行が必要」にチェック
してください。

。

この報告書は、事由の生じた日から５日以内に提出して

①「資格確認書発行要否」欄を必ず記入してください。 

②

③60歳未満の被扶養配偶者のいる人は「国民年金第３号
　被保険者関係届」も同時に提出してください。

①前任校との間に１日でも中断期間がある場合は継続資
　格取得とはなりません。

①「資格確認書発行要否」欄を必ず記入してください。 

② 

③

④60歳未満の被扶養配偶者のいる人は「国民年金第３号
被保険者関係届」も同時に提出してください。

等記号・番号

住民票に登録している氏
名を記 入してください。
①カタカナ欄はカナ文字
で左づめで記入し、氏と名
の間には△印を入れ、濁
点（ ）゙、半濁点（ ）゚、は１マ
ス 用 い て く だ さ い 。
②漢字は左づめで記入し
、氏と名の間には△印を入
れてください。氏・名の区
切りは１箇所のみでの登
録となります。外国籍の方
はご留意ください。 解除

枝番 

0 0

最終前任校の加入者等記号・番号

枝番

0 0 

次の「資格確認書　発行要否」の欄の□に、チェック（㾎）を必ず記入してください。なお、継続資格取得の場合は、記入不要です。
資格確認書　発行要否 資格確認書の発行が必要な場合は、以下に該当する場合に限ります。

142 
1.発行が必要 　・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者

　・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者㾎 0.発行は必要ない 　・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者 

11010 2025.04 

新規及び再資格取得者は、必ずどちら
かにチェックしてください。マイナンバー
カードを取得していない等の理由に該
当する人は「1.発行が必要」にチェック
してください。

「住所」欄は、住民票の住所を記入してください。①郵便番号（7桁
）から記入してください。②漢字住所は都道府県、都区市、町村を

継続資格取得者は、前任校で交付を受
けていたいずれかの証が引き続き交付
されます（その被扶養者も同様です）。
ただし、いずれの交付も受けていない人
は、一律「資格情報のお知らせ」が交付さ
れます。マイナ保険証を持っていない人

含めて35文字以内に収まるようにしてください。③フリガナ欄は
、漢字住所と同じ内容を記入し、町名以下のフリガナも必ず記入
してください。なお、住所に「・」、「()」、「&」、「’」（アポストロフィー）、

「,」 「／」、（カンマ） 「、（スラッシュ） 」「 」等のローマ数字は使用でき
ません。＊住所の上段の「町村」欄は「郡」の場合に記入し、「市」の場
合は 町村以下を下段に記入してください。

は、別途「資格確認書交付・再交付 資格
情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再
交付申請書」で資格確認書の交付申請を 11010 2025.04
してください。 


